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１　審査の対象
令和６年度歳入歳出決算の審査対象は、次のとおりである。
令和６年度　大阪府一般会計
令和６年度　日本万国博覧会記念公園事業特別会計
令和６年度　就農支援資金等特別会計
令和６年度　大阪府営住宅事業特別会計
令和６年度　港湾整備事業特別会計
令和６年度　関西国際空港関連事業特別会計
令和６年度　不動産調達特別会計
令和６年度　市町村施設整備資金特別会計
令和６年度　公債管理特別会計
令和６年度　地方消費税清算特別会計
令和６年度　母子父子寡婦福祉資金特別会計
令和６年度　国民健康保険特別会計
令和６年度　中小企業振興資金特別会計
令和６年度　沿岸漁業改善資金特別会計
令和６年度　林業改善資金特別会計

２　審査の手続
地方自治法（以下「法」という。）第233条第２項及び大阪府監査基準第３条第１項第６号の規定に基づき、一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書など提出された書類について審査した。
なお、審査にあたっては、大阪府財政運営基本条例第25条第３項に基づき、大阪府財務諸表作成基準によって作成された財務諸表を参考とした。
審査は、以下の手続によって実施した。

(1)　決算計数の正確性を確認するため、財務会計システムによって作成された歳入額及び歳出額と歳入歳出決算書の照合を実施した。また、必要に応じ関係部局に説明を求めた。
(2)　現金残高の実在性、収入額及び支出額の正確性を確認するため、例月現金出納検査時に現金残高、収入額及び支出額と指定金融機関の証明書との照合を実施した。
(3)　予算執行手続、収入及び支出に係る事務並びに財産の取得、管理及び処分に関する手続が、関係法令に照らして適正に処理されているか、また、予算が合理的かつ効率的に執行されているかについては、本庁財務監査等において確認した。






審査の結果

１　審査の結果
令和６年度の一般会計及び特別会計の決算について、上述の手続を実施した限りにおいて、決算計数は正確であり、現金残高、収入額及び支出額は指定金融機関の証明書と一致しているものと認めた。
また、予算執行手続、収入及び支出に係る事務並びに財産の取得、管理及び処分に関する手続が、関係法令に照らして適正に処理されているか否か、並びに予算が合理的にかつ効率的に執行されているか否かについては、本庁財務監査等で確認した限りにおいて、「監査の結果」として令和７年９月17日に報告した事項を除き、概ね適正に処理されているものと認めた。

２　意見
審査の結果に添えて、ここに意見を記載する。
意見とは、決算審査の過程において発見された事項や課題を勘案し、大阪府の組織及び運営の合理化に資する事項等について、監査委員が必要と認めて記載したものである。　　

(1)　財政収支の状況について
令和６年度は、企業業績が堅調に推移していることによる法人二税の増加などにより、府税収入は過去最高額となり、実質収支額は前年度に引き続き黒字となった。
一般会計及び特別会計の実質収支の合計は507億円（一般会計145億円、特別会計362億円）となり、前年度と比べ158億円増加していた。
また、地方公営企業会計等に係る収支を除いた普通会計ベースでの実質収支は203億円となった。前年度に引き続き黒字であり、前年度と比べ48億円増加していた。
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府は、毎年、行財政運営に資するため、財政状況に関する中長期試算（以下「中長期試算」という。）を公表している。そこで、府の収支見通しの動向を検討するため、直近において府が公表した令和７年２月版の「中長期試算」と前回公表版に当たる令和６年２月版の「中長期試算」（以下「前回試算」という。）に基づく収支不足額の試算結果を以下のとおり比較した。
その結果、下記グラフの通り、財政収支のトレンドとしては前回試算と同様の傾向であり、収支不足額は、バブル後に大量発行した府債の最終償還の到来などにより令和13年度に最大で910億円が見込まれ、それ以降は減少となっていた。
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]「財政状況に関する中長期試算」（令和６年２月版、令和７年２月版）より作成

令和６年度末の一般会計及び特別会計に関する府債残高は５兆7,168億円で、前年度末と比べ2,013億円減少していた。その結果、府民１人当たり府債残高は652,407円と、前年度末と比べ23,089円減少していた。
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
「普通会計決算見込みの概要」（各年度）、「財政のあらまし」（令和７年６月）、「府債の状況（令和６年度決算全会計ベース）」及び「大阪府推計人口」（令和７年４月１日現在）より作成。
※「臨時財政対策債等」は、臨時財政対策債、減税補塡債、臨時税収補塡債及び減収補塡債の残高の合計である。
※ 平成27年度から令和６年度は決算額を、令和７年度は当初予算額をそれぞれ記載している。
(2)　財政上の課題について
府の財政状況を踏まえ、中長期的な視点における財政上の課題を整理した。

ア　臨時財政対策債等の償還のための自主財源の確保
臨時財政対策債等は、税や交付税の代替として発行した府債（臨時財政対策債、減税補塡債、臨時税収補塡債、減収補塡債）の合計であり、その元利償還金については、一部を除き後年度の普通交付税の基準財政需要額に全額算入される。
しかしながら、減収補塡債の発行額の一部等が基準財政需要額の算入対象外となっている。
また、平成24年度以前に発行した臨時財政対策債等の元利償還金にかかる府の償還ペースは、国の基準財政需要額算入における償還ペースより遅く、府と国の償還ペースの差により不足額が生じている。
そこで、臨時財政対策債等残高およびその償還のために確保すべき自主財源の額について、以下のとおり確認した。
   　  （単位：億円）
	
	令和４年度末
	令和５年度末
	令和６年度末

	臨時財政対策債等の残高
	34,590
	33,596
	32,190

	臨時財政対策債等の償還財源を自ら確保すべき額
	
	
	

	
	基準財政需要額算入対象外の金額（①）
	1,253
	1,167
	1,120

	
	府と国の償還ペースの違いによる差（②）
	2,679
	2,545
	2,507

	
	臨時財政対策債等に係る減債基金の積立不足額（※）
	54
	-
	-

	
	合計
	3,986
	3,712
	3,627


「府債の状況（令和６年度決算全会計ベース）」より作成
※一般会計の過去における減債基金からの借入れによる当該基金の積立不足額である。

その結果、基準財政需要額の算入対象外となっている額に対し確保すべき自主財源の額（①）については、令和６年度末では1,120億円となっており、前年度末と比べ47億円減少していた。
また、国の基準財政需要額算入における償還ペースと府の償還ペースの差に対し確保すべき自主財源の額（②）については、令和６年度末では2,507億円となっており、前年度末と比べ38億円減少していた。
以上から、令和６年度末における臨時財政対策債等の償還のために確保すべき自主財源の額は3,627億円となり、前年度末と比べ85億円減少していた。
引き続き、償還のために必要な自主財源の確保に努められたい。

イ　実質公債費比率の推移及び将来試算
実質公債費比率とは、財政健全化法に基づく指標で、標準的な財政規模に対する実質的な公債費相当額の占める割合の過去３年間の平均をいう。
令和６年度の実質公債費比率は10.2％と前年度と比べ0.5ポイント改善していた。これは、早期健全化基準25％を下回っており、また、地方財政法上、公債費負担適正化計画の自主的策定が要請され、起債が許可制とされる18％以上の水準を昨年度に引き続き下回っていた。
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大阪府の実質公債費比率は、平成23年度から平成28年度まで18％を上回っていた時期があった。
そこで、実質公債費比率の将来の見通しについて検討するため、以下のとおり令和７年２月版の中長期試算と前回試算に基づく実質公債費比率の見通しの動向について比較した。
その結果、令和７年２月版の「中長期試算」においても、実質公債費比率は、令和８年度以降も18％を下回って推移すると見込まれているが、前回試算と同様、令和12年度以降の比率は概ね横ばい傾向となっていた。
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「財政状況に関する中長期試算」（令和６年２月版、令和７年２月版）より作成

平成25年４月に日本銀行が「量的・質的金融緩和」を導入して以来、我が国の市場金利は歴史的な低水準にあった。しかしながら、日本銀行が令和６年３月の政策委員会・金融政策決定会合において、マイナス金利政策を解除し、同年７月及び令和７年１月と２度追加利上げを行ったほか、国債の買入れの減額にも着手していることを受け、市場金利は上昇している。
今後、低金利の期間に発行した府債が順次満期を迎えることとなり、当該府債の借換債を含め、新規に発行する府債には直近の金利が適用されることになる。
このような金利上昇基調の中、令和７年２月版の中長期試算では、内閣府試算における経済成長率の上昇により令和８年度から令和17年度の期間において府税の伸びを見込んでいる。また、例月現金出納検査において資金運用額を確認したところ令和６年４月末時点の3,780億円に対し、令和７年３月末時点では6,460億円に増加していた。
これらの府税及び短期資金運用による利息の伸びが期待される一方、府債に係る金利の上昇が将来の財政収支及び実質公債費比率に与える影響や金利負担が弾力的な財政運営を阻害するリスクに一層注視していくことが望まれる。
（単位：億円）
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	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度
	令和７年８月

	府債現在高
	61,038
	59,182
	57,168
	－

	利子
	208
	204
	209
	－

	調達金利
	0.447％
	0.613％
	0.973％
	1.355％


※１　「府債の状況（令和６年度決算全会計ベース）」より作成
※２　調達金利（市場公募債のみ）は、各年度の加重平均金利、令和７年８月については当月の平均金利を記載している。

(3)　過去の定期監査において確認した事項について　
これまでの定期監査において確認した、以下のような府の財政に大きな影響を与える可能性がある事項については、監査上も引き続き注視するとともに、大阪府財政運営基本条例上、財政リスクを伴う事業については、適切な対応を要することが求められていることから、該当する案件については特に留意していくこととする。

ア　まちづくり促進事業会計について　
まちづくり促進事業会計（地方公営企業会計）は、地域整備事業会計において整備した産業用地について、定期借地方式により貸付け等を行うことを目的として平成15 年４月に設置された。
平成23年度まで、地域整備事業会計で整備した土地について定期借地契約を行う場合は、当該土地を地域整備事業会計からまちづくり促進事業会計に有償移管し、まちづくり促進事業会計では、その支払資金のための企業債を発行し、定期借地による貸付料収入をもって企業債の償還利息と運営経費を賄い、土地の売却をもって企業債の元本を償還していた。
また、地域整備事業会計は、平成23年度末をもって一定の役割を終えたとして閉鎖され、当該会計における財産は一般会計に移行している。それに伴い、平成24年度からは、一般会計が引き継いだ土地で新たに定期借地を行う場合、一般会計からまちづくり促進事業会計へ土地の現物出資を行い、まちづくり促進事業会計において経理処理することとなった。
なお、これまで地域整備事業会計で定期借地が行われていた阪南丘陵地区の住宅用地については、平成24年度からまちづくり促進事業会計で経理処理している。
令和６年度末現在、一般会計から現物出資を受けた土地も含め、保有している土地の取得価額が820億1,100万円（減損損失控除後は804億100万円）であるのに対し、令和６年１月１日現在の相続税路線価等を基準に算出した評価額は540億8,600万円であり、279億2,500万円の含み損（＝企業債償還原資の不足）を抱えている。（【令和６年度末有形固定資産（土地）明細】参照。）
令和７年２月版の中長期試算において、一般会計で財政負担が見込まれる取得価額と評価額の差については織り込み済みであるものの、経済の動向等による地価の変動に留意する必要がある。

　【令和６年度末有形固定資産（土地）明細】
　　　　　    　　　　　　　（単位：百万円）
	資産の種類
	取得価額
	評価額
	評価差額
	（参考）
帳簿価額

	二色の浜
	9,427
	5,552
	△3,875
	9,427

	りんくうタウン
	70,477
	46,996
	△23,481
	69,024

	阪南
スカイタウン
	産業用地
	1,951
	1,402
	△550
	1,794

	
	住宅用地
	156
	137
	△20
	156

	計
	82,011
	54,086
	△27,925
	80,401


（注）評価額は、令和６年１月１日現在の相続税路線価等を基準に算出したものとしている。
「（参考）帳簿価額」欄は減損会計適用後の帳簿価額である。
まちづくり促進事業会計が所有する固定資産（土地）には、まちづくり促進事業会計企業債発行分
714億3,500万円と一般会計からの現物出資分89億6,600万円がある。
　
イ　府営住宅家賃等の滞納債権について
府営住宅家賃等の滞納債権については、令和元年度の定期監査で確認した時点で、保証人に催告書の送付等支払意思の確認を行わないまま、主たる債務者の消滅時効期間の経過により、「債務者が当該債権につき消滅時効を援用する蓋然性が高い場合」「債務者の所在・財産ともに不明の場合」等に該当するとして、不納欠損で整理している等、適切な債権回収の認識及び取組が不十分な状況にあった。
その後、令和２年度から新規滞納の抑制や滞納債権の回収に係る法的措置を含めた新たな取組みを実施し、令和２年度当初に有していた約49億円の滞納債権が令和６年度末には約32億円に減少していた。
滞納債権は府の財政リスクであるとともに、適正に納付・返済している債務者との公平性・公正性を保つ意味合いからもその縮減は重要であり、引き続き積極的な取組みを進める必要がある。
　
(4)　新公会計制度に基づく財務分析について
大阪府は、平成23年度より大阪府財務諸表作成基準に基づき、複式簿記・発生主義・
日々仕訳方式による財務諸表を作成し、公表している。財務諸表により得られる財務情報を用いた財務指標は、ストック情報も反映した指標であることから、以下のとおり財務諸表数値や財務指標に基づき検討を行った。



ア　世代間負担の公平性について
（単位：億円）

	
	２年度
①
	３年度
	４年度
	５年度

	６年度
②
	純増減
②－①

	総資産額
	74,042 
	77,273 
	77,986 
	78,115 
	78,782
	4,740

	うち事業用資産
	21,163 
	21,061 
	21,958 
	21,855 
	21,645
	482 

	　　インフラ資産
	31,015 
	30,815 
	30,589 
	30,979 
	30,931
	△ 84  

	　　減債基金
	6,957 
	8,286 
	9,193 
	9,725 
	10,040
	3,083

	　　財政調整基金
	1,706 
	3,679
(2,037) 
	3,332
(2,171) 
	3,349
(2,262) 
	3,552
(2,396)
	1,846

	総負債額
	63,507 
	64,998 
	62,901 
	61,476 
	59,744
	△ 3,763

	うち地方債
	58,685 
	60,109 
	58,431 
	56,802 
	54,870
	△ 3,815

	純資産額
	10,535 
	12,275 
	15,084 
	16,639 
	19,038
	8,502

	純資産比率
	14.2%
	15.9%
	19.3%
	21.3%
	24.2%
	9.9%













　（注）財政調整基金の括弧内の金額には、地方交付税算定における精算制度等への対応のための一時的な積立分を含まない。

純資産比率は、資産合計に対する純資産の割合である。純資産比率はここ数年来上昇を続けており、当年度は、行政コスト計算書上の当期収支差額が2,398億円の黒字となり、貸借対照表上の純資産が同額増加した結果、純資産比率は24.2％と前年度末と比べ2.9ポイント改善していた。 
大阪府の純資産は、令和２年度から令和６年度にかけて8,502億円増加している。これを具体的な資産・負債でみると、事業用資産やインフラ資産の金額には大きな増減が生じていないものの、過去に整備した事業用資産やインフラ資産形成の財源となった地方債（建設債）の残高が1,351億円減少したことや、資産の裏付けのない地方債（特別債）の残高が2,465億円減少したこと及びそれらの償還に備え減債基金が3,083億円積み増しされたことが主な要因となっている。
このような、固定資産のうち負債を伴わない額の増加や資産の裏付けのない負債の減少により、純資産が増加したことは、総資産に占める将来世代の負担割合が低下していることを示している。

イ　施設の老朽化の状況について
	
	２年度
	３年度
	４年度
	５年度
	６年度

	減価償却費対投資活動支出率
	87.8％
	103.5％
	81.2％
	81.2％
	85.6％

	事業用資産減価償却率
	56.7％
	57.6％
	58.7％
	59.8％
	61.0％

	インフラ資産減価償却率
	58.6％
	59.7％
	60.8％
	61.1％
	62.0％



上記指標のうち、減価償却費対投資活動支出率は、キャッシュ・フロー計算書の公
共施設等整備支出を行政コスト計算書の減価償却費で除した割合であり、施設に対する年間更新投資額の度合いを示す。数値が高いほど、施設の老朽化の進行に対し、新設・改良等の対応を行ったことを表すが、大阪府の減価償却費対投資活動支出率はここ数年100％を下回る年度が多くなっており、令和６年度においては85.6％となっている。このことは、近年の資産に対する投資額が、時間の経過や使用による資産価値の減少を下回っていることを示している。
また、資産減価償却率は、取得原価に対する減価償却累計額の割合である。資産減価償却率は、ここ数年来上昇を続けており、令和６年度において事業用資産は前年度から1.2ポイント上昇し、インフラ資産は0.9ポイント上昇している。このことは、事業用資産とインフラ資産はともに老朽化が進んでいることを示している。
資産については、府民が安全・安心に利用するという観点も踏まえ、庁舎、学校、警察施設等府有施設の予防保全の実行と総量最適化を含む活用方策の検討を計画的に進めることも必要である。

ウ　財政の持続可能性について
令和６年度においては、キャッシュ・フロー計算書における行政サービス活動収支差額（行政サービスの提供に係る収支差額）は3,296億円となり、投資活動収支差額（固定資産の取得及び売却や基金の積立て及び取崩し等に係る収支差額）△760億円を控除した行政活動キャッシュ・フロー収支差額は2,536億円の黒字となった。これは単年度で見て、新たな借金に頼らずとも行政サービス活動や投資活動が持続可能であることを意味している。令和６年度においては、当該黒字は財務活動収支差額△2,247億円に充てられ、地方債の減少や減債基金の積み増しに貢献しており、最終的な収支差額合計は289億円の黒字となった。
このように、財務諸表によれば、行政サービス活動収支差額や行政活動キャッシュ・フロー収支差額の黒字が、債務の縮減及びそのための基金の積立等を通じて府の純資産の増加をもたらし、将来世代の負担軽減につながっており、本府財政は一定の健全性を維持しながら推移しているところである。一方で、事業用資産やインフラ資産については償却が進んでおり、今後は改良・補修に伴う支出が必要になると想定される。これらは将来世代にわたり引き継いで使用されていくものであるという点も踏まえ、世代間の負担のバランスも考慮しつつ、収支の動向に注意を払いながら、引き続き適切な財政運営を行っていくことが不可欠である。
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項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

令 和 ５ 年 度 実 質 公 債 費 比 率 10.7%

令 和 ６ 年 度 実 質 公 債 費 比 率 － 10.2%

参 考 : 各 単 年 度 の 実 質 公 債 費 比 率 10.5% 11.2% 10.3% 9.2%
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